
○
総
務
省
令
第
六
号

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
三
十
三
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
十
四
条
及
び
公
職
選
挙
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
二
月
十
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は

破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」



と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
審
査
予
定
裁
判
官
に
関
す
る
通
知
事
項
）

（
審
査
予
定
裁
判
官
に
関
す
る
通
知
事
項
）

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二

う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
用
紙

年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
中

に
法
第
一
条
に
規
定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
に
付
さ
れ
る
同
条
に
規
定
す
る
裁
判
官
（
以
下

央
選
挙
管
理
会
が
同
一
氏
名
の
法
第
一
条
に
規
定
す
る
裁
判
官
（
以
下
「
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
を
区
別
す
る

「
裁
判
官
」
と
い
う
。
）
と
し
て
そ
の
氏
名
を
印
刷
す
る
者
の
中
に
同
一
氏
名
の
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に

に
足
り
る
事
項
と
し
て
投
票
用
紙
に
記
載
す
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
旨
そ
の
他
中
央
選
挙
管
理
会
が
必

お
い
て
、
中
央
選
挙
管
理
会
が
同
一
氏
名
の
裁
判
官
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
投
票
用
紙
に
記
載
す

要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
旨
そ
の
他
中
央
選
挙
管
理
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

（
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
に
関
す
る
通
知
事
項
）

（
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
に
関
す
る
通
知
事
項
）

第
二
条

令
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
中

第
二
条

令
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
別
記
様
式
備
考
第
四
号
に
規
定
す
る

央
選
挙
管
理
会
が
同
一
氏
名
の
裁
判
官
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
投
票
用
紙
に
記
載
す
る
事
項
を
定

場
合
に
お
い
て
、
中
央
選
挙
管
理
会
が
同
一
氏
名
の
裁
判
官
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
投
票
用
紙
に

め
た
と
き
は
そ
の
旨
そ
の
他
中
央
選
挙
管
理
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

記
載
す
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
そ
の
旨
そ
の
他
中
央
選
挙
管
理
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

（
投
票
用
紙
等
の
様
式
）

第
三
条

審
査
の
投
票
用
紙
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

２

点
字
に
よ
る
審
査
の
投
票
を
行
う
場
合
に
お
け
る
投
票
用
紙
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
二

号
様
式
そ
の
一
に
準
じ
て
（
当
該
投
票
用
紙
の
う
ち
法
第
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
二
号
様
式
そ
の
二
に
よ
り
）
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
四
十
九
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
投
票
を
行
う
場
合
に
お
け
る
投
票
送
信
用
紙
は

別
記
第
三
号
様
式
そ
の
一
に
準
じ
て
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
投
票
を
行
う
場
合
に
お
け
る
投
票

送
信
用
紙
は
別
記
第
三
号
様
式
そ
の
二
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
在
外
投
票
を
行
う
場
合
に
お
け
る
投
票
用
紙
（
点
字
に
よ
る
審
査
の
投
票
に

用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
り
調
製
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
在
外
投
票
用
の
投
票
用
紙
等
請
求
書
の
様
式
）

第
四
条

令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政

［
新
設
］

令
第
八
十
九
号
）
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
様
式

は
、
在
外
選
挙
執
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
二
号
）
別
記
第
十
五
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
投
票
録
、
開
票
録
、
審
査
分
会
録
及
び
審
査
録
の
調
製
）

（
投
票
録
、
開
票
録
、
審
査
分
会
録
及
び
審
査
録
の
調
製
）

第
五
条

審
査
の
投
票
録
、
審
査
の
開
票
録
、
審
査
分
会
録
及
び
審
査
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
五
号
様
式
か
ら

第
三
条

法
第
一
条
に
規
定
す
る
審
査
（
以
下
「
審
査
」
と
い
う
。
）
の
投
票
録
、
審
査
の
開
票
録
、
審
査
分
会

第
八
号
様
式
ま
で
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

録
及
び
審
査
録
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
票
及
び
開
票
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
）

（
投
票
及
び
開
票
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
）

第
六
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

（
裁
判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
お
け
る
掲
示
事
項
）

（
裁
判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
お
け
る
掲
示
事
項
）



第
七
条

令
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
令
第
十
八
条
第
七
号
に
規
定
す
る
裁

第
五
条

令
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
令
第
十
八
条
第
六
号
に
規
定
す
る
裁

判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
掲
載
す
る
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
中
に
氏
名
及
び
令
第
一
条
に
規
定
す
る
任
命

判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
掲
載
す
る
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
中
に
氏
名
及
び
令
第
一
条
に
規
定
す
る
任
命

年
月
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
任
命
年
月
日
」
と
い
う
。
）
が
同
一
で
あ
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に

年
月
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
任
命
年
月
日
」
と
い
う
。
）
が
同
一
で
あ
る
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
氏
名
及
び
任
命
年
月
日
が
同
一
で
あ
る
者
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
中
央
選
挙
管
理

お
い
て
、
当
該
氏
名
及
び
任
命
年
月
日
が
同
一
で
あ
る
者
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
と
し
て
中
央
選
挙
管
理

会
が
定
め
る
事
項
と
す
る
。

会
が
定
め
る
事
項
と
す
る
。

別
記

別
記
（
投
票
録
様
式
）

第
一
号
様
式
（
投
票
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
一

挿
入
］

（
開
票
録
様
式
）

都

（

道

府

県

）

（
市
）
（
区
）
（
町
）

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
投
票

（

村

）

選

挙

管

理

委

員

会

印

〇

注

意

ち
ゅ
う

い

一

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
名
の
上
の
欄

ほ

う

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

し

め

い

う

え

ら

ん

に×

を
書
く
こ
と
。

か

二

や
め
さ
せ
な
く
て
よ
い
と
思
う
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

な

に

か

×

を

書

く

欄

裁

判

官

の

氏

名

か

ら

ん

さ

い

ば

ん

か

ん

し

め

い

甲

野

乙

郎

こ

う

の

お

つ

ろ

う

備
考



一

用
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
場
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら×

の
記
号
を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
紙
質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
特
別
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
含
む
。
別
記

第
二
号
様
式
そ
の
一
備
考
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
印
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な

い
。

三

不
正
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
投
票
用
紙
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
投
票
用
紙
に
押

す
べ
き
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
刷
込
み
式
に
し

て
も
差
し
支
え
な
い
。

四

い
ず
れ
の
審
査
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
際
に
は
、
「
第
何
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
」
等
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

第
一
条
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
官
の
氏
名
の

欄
の
下
に
当
該
同
一
氏
名
の
者
を
区
別
す
る
に
足
り
る
事
項
を
記
載
す
る
欄
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
号
様
式
（
点
字
に
よ
る
投
票
の
投
票
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

そ
の
一

都

（

道

府

県

）

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
投
票

（
市
）
（
区
）
（
町
）

（

村

）

選

挙

管

点

字

投

票

理

委

員

会

印

〇

注

意

ち
ゅ
う

い

一

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
を
書
く
こ
と
。

ほ

う

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

し

め

い

か

二

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
が
な
い
と
き
は
、
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

ほ

う

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

な

に

か



備
考一

投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な

い
。

二

不
正
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
投
票
用
紙
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
り
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
投
票
用
紙
に
押

す
べ
き
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
刷
込
み
式
に
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

三

い
ず
れ
の
審
査
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
際
に
は
、
「
第
何
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
」
等
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
二

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

総

務

大

臣

印

在

外

投

票

点

字

投

票

〇

注

意

ち
ゅ
う

い

一

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
を
書
く
こ
と
。

ほ

う

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

し

め

い

か

二

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
が
な
い
と
き
は
、
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

ほ

う

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

な

に

か

備
考一

総
務
大
臣
の
印
は
、
刷
込
み
式
と
す
る
。

二

い
ず
れ
の
審
査
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
際
に
は
、
「
第
何
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
」
等
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
三
号
様
式
（
洋
上
投
票
等
に
お
け
る
投
票
送
信
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二

挿
入
］

第
四
号
様
式
（
在
外
投
票
用
投
票
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）

表

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
在
外
投
票

総

務

大

臣

印

意

一

や
め
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
思
う
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
名
の

ほ

う

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

し

め

い

い

告
示
順
序
を
示
す
番
号
の
上
の
欄
に×

を
書
く
こ
と
。

こ

く

じ

じ
ゅ
ん
じ

ょ

し

め

ば

ん

ご

う

う

え

ら

ん

か

注

二

や
め
さ
せ
な
く
て
よ
い
と
思
う
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
何
も
書
か
な

お

も

さ

い

ば

ん

か

ん

な

に

か

ちゅう



い
こ
と
。

×

を

書

く

欄

裁
判
官
の
氏
名
の
告
示
順
序
を
示
す
番
号

か

ら

ん

さ

い

ば

ん

か

ん

し

め

い

こ

く

じ

じ
ゅ
ん
じ

ょ

し

め

ば

ん

ご

う

１２３４５

裏

６７８９101112131415

備
考一

総
務
大
臣
の
印
は
、
刷
込
み
式
と
す
る
。

二

い
ず
れ
の
審
査
に
係
る
投
票
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
際
に
は
、
「
第
何
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査
」
等
と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
号
様
式
（
投
票
録
の
様
式
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
開
票
録
の
様
式
）
（
第
五
条
関
係
）

何
年
何
月
何
日

何
年
何
月
何
日

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
開
票
所
開
票
録

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
開
票
所
開
票
録

執
行

執
行

何
開
票
区

何
開
票
区

［略

］

［同
左

］



衆
議
院
小
選
挙
区
選

衆
議
院
小
選
挙
区
選

出
議
員
の
選
挙
に
お

出
議
員
の
選
挙
に
お

⑴
け
る
開
票
立
会
人
で

⑴
け
る
開
票
立
会
人
で

審
査
に
お
け
る
開
票

審
査
に
お
け
る
開
票

立
会
人
と
な
っ
た
者

立
会
人
と
な
つ
た
者

［略

］

［同
左

］

有
効
投
票

有
効
投
票

国
民
審
査
法
第
2
国
民
審
査
法
第
2

国
民
審
査
法
第
2
国
民
審
査
法
施

投
票
総
数

2条
第
２
項
又
は

2条
第
５
項
の
規
無
効
投
票
無
効
投
票
率

投
票
総
数

2条
第
２
項
の
規

行
令
第
９
条
第
無
効
投
票
無
効
投
票
率

⑴
投
票
の
内
訳

総
数
第
３
項
の
規
定
定
の
適
用
を
受

⑴
投
票
の
内
訳

総
数
定
の
適
用
を
受

２
項
の
規
定
の

の
適
用
を
受
け
け
た
も
の

け
た
も
の

適
用
を
受
け
た

た
も
の

も
の

％
％

［略

］

［同
左

］

×

の
記
号
を
自
ら
記
載
し
た
も

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と
し

の
で
な
い
も
の

（審
査
に
付
さ

て
そ
の
氏
名
が
印
刷
さ
れ
た
者

×

の
記
号
以
れ
る
裁
判
官
と
し
て
そ
の
氏
名

×

の
記
号
以
が
１
人
の
場
合

×

の
記
号
を

、
所
定
の
用
紙
外
の
事
項
を
が
印
刷
さ
れ
た
者
が
２
人
以
上

所
定
の
用
紙
外
の
事
項
を
自
ら
記
載
し
た
も
の
で
な
い
も

点
字
投

を
用
い
な
い
記
載
し
た
も
の
場
合
又
は
洋
上
投
票
等
若
し

点
字
投

を
用
い
な
い
記
載
し
た
も
の
(審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と

票
以
外

も
の

の
く
は
在
外
投
票
の
場
合
に
あ
っ

票
以
外

も
の

の
し
て
そ
の
氏
名
が
印
刷
さ
れ
た

の
投
票

て
は

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判

の
投
票

者
が
２
人
以
上
の
場
合

そ
の

、
、

⑶
無
効
投
票
の
内
訳

官
の
す
べ
て
に
つ
い
て
記
載
を

⑶
無
効
投
票
の
内
訳

す
べ
て
に
つ
い
て
記
載
を
無
効

無
効
と
さ
れ
た
も
の

）

と
さ
れ
た
も
の
)

［略

］

［同
左

］

［略

］

［同
左

］

何
年
何
月
何
日
調
製

何
年
何
月
何
日
調
製

開
票
管
理
者

（職

）

氏
名

開
票
管
理
者

（職

）

氏
名

我々
は
こ
の
開
票
録
の
記
載
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
署
名
す
る

我々
は
こ
の
開
票
録
の
記
載
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
署
名
す
る

、
、

。
、

、
。

開
票
立
会
人

氏
名

開
票
立
会
人

氏
名

開
票
立
会
人

氏
名

開
票
立
会
人

氏
名

開
票
立
会
人

氏
名

開
票
立
会
人

氏
名

備
考

備
考

［１
略

］

［１
同
左

］



２
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と
し
て
そ
の
氏
名
が
印
刷
さ
れ
た
者
が
２
人
以
上
の
場
合

審
査
に
付
さ
れ
る

２
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
と
し
て
そ
の
氏
名
が
印
刷
さ
れ
た
者
が
２
人
以
上
の
場
合

こ
れ
ら
の
者
の
す

、
、

裁
判
官
の
す
べ
て
に
つ
い
て
法
第
2
2
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
投
票
は

５
の
⑶
の
欄
中
の
該
当

べ
て
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
第
2
2
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
投
票
は

５
の

、
、

す
る
箇
所
に
記
入
す
る
こ
と

⑶
の
欄
中
の
該
当
す
る
箇
所
に
記
入
す
る
こ
と

。
。

３
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
す
べ
て
に
つ
い
て
法
第
2
2
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
投
票
は
５

［新
設

］

、

の
⑶
の
欄
中
の
該
当
す
る
箇
所
に
記
入
す
る
こ
と
。

４
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
が
２
人
以
上
の
場
合

こ
れ
ら
の
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
法
第
2
2
条
第
５
項
の

３
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
が
２
人
以
上
の
場
合

こ
れ
ら
の
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
裁
判
官

、
、

規
定
の
適
用
を
受
け
た
投
票
は
５
の
⑶
の
欄
中
の
該
当
す
る
箇
所
に
記
入
す
る
こ
と

国
民
審
査
法
施
行
令
第
９
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
投
票
は

５
の
⑶
の
欄
中
の
該
当
す
る
箇
所

、
。

、

に
記
入
す
る
こ
と
。

５

［略

］

４

［同
左

］

第
七
号
様
式
（
審
査
分
会
録
の
様
式
）
（
第
五
条
関
係
）

（
審
査
分
会
録
様
式
）

何
年
何
月
何
日

何
年
何
月
何
日

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
分
会
録

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
分
会
録

執
行

執
行

何
審
査
分
会

何
審
査
分
会

［略

］

［同
左

］

有
効
投
票

有
効
投
票

投
票
総
数

国
民
審
査
法
第
22条
第
２
項
第
３
無
効
投
票
無
効
投
票
率

投
票
総
数

国
民
審
査
法
第
22条
第
２
項
又
は
同
無
効
投
票
無
効
投
票
率

、

⑴
投
票
の
内
訳

総
数
項
又
は
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受

⑴
投
票
の
内
訳

総
数
法
施
行
令
第
９
条
第
２
項
の
規
定
の

け
た
も
の

適
用
を
受
け
た
も
の

％
％

［略

］

［同
左

］

選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
者
及
び

選
挙
人
名
簿
に
登
録

５
在
外
選
挙
人
名
簿
に

何
人

５
さ
れ
て
い
る
者
の
総

何
人

登
録
さ
れ
て
い
る
者

数
の
総
数

［略

］

［同
左

］
何
年
何
月
何
日
調
製

何
年
何
月
何
日
調
製

審
査
分
会
長

（職

）

氏
名

審
査
分
会
長

（職

）

氏
名

我々
は
こ
の
審
査
分
会
録
の
記
載
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
署
名
す
る

我々
は
こ
の
審
査
分
会
録
の
記
載
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
署
名
す
る

、
、

。
、

、
。

審
査
分
会
立
会
人

氏
名

審
査
分
会
立
会
人

氏
名

審
査
分
会
立
会
人

氏
名

審
査
分
会
立
会
人

氏
名

審
査
分
会
立
会
人

氏
名

審
査
分
会
立
会
人

氏
名

［備
考
略

］

［備
考
同
左

］



第
八
号
様
式
（
審
査
録
の
様
式
）
（
第
五
条
関
係
）

（
審
査
録
様
式
）

何
年
何
月
何
日

何
年
何
月
何
日

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
審
査
録

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
審
査
録

開
会

開
会
［略
］

［同
左

］

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
総

数
総
数
の
百
分
の
一
の
数

総
数
総
数
の
百
分
の
一
の
数

て
い
る
者
及
び
在
外
選
挙

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ

⑵
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

⑵
て
い
る
者
の
総
数
及
び
そ

る
者
の
総
数
並
び
に
そ
の

の
百
分
の
一
の
数

百
分
の
一
の
数

［略

］

［同
左

］

何
年
何
月
何
日
調
製

何
年
何
月
何
日
調
製

審
査
長

（職

）

氏
名

審
査
長

（職

）

氏
名

我々
は
こ
の
審
査
録
の
記
載
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
署
名
す
る

我々
は
こ
の
審
査
録
の
記
載
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
署
名
す
る

、
、

。
、

、
。

審
査
立
会
人

氏
名

審
査
立
会
人

氏
名

審
査
立
会
人

氏
名

審
査
立
会
人

氏
名

審
査
立
会
人

氏
名

審
査
立
会
人

氏
名

［備
考
略

］

［備
考
同
左

］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
指
定
船
舶
等
）

（
指
定
船
舶
等
）

第
十
七
条
の
二

法
第
四
十
九
条
第
七
項
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
に
お
い
て
こ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

第
十
七
条
の
二

法
第
四
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
船
舶
安
全
法
に
い
う
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶

さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
船
舶
安
全
法
に
い
う
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
に
準
ず

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

２

法
第
四
十
九
条
第
七
項
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
に
お
い
て
こ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

２

法
第
四
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
指
定
船
舶
以
外
の
船
舶
で
あ
つ
て
指
定
船
舶
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
指
定
船
舶
以
外
の
船
舶
で
あ
つ
て
指
定
船
舶
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
提
出
す
る
定
期
報
告
書
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の

で
定
め
る
も
の
は
、
船
舶
運
航
事
業
者
等
の
提
出
す
る
定
期
報
告
書
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

規
定
に
よ
り
同
規
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
外
航
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
者
が
報
告
す
る
当
該
事
業
の
用

よ
り
同
規
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
外
航
船
舶
運
航
事
業
を
営
む
者
が
報
告
す
る
当
該
事
業
の
用
に
供
す

に
供
す
る
船
舶
の
う
ち
、
船
籍
が
日
本
以
外
の
国
で
あ
る
船
舶
と
す
る
。

る
船
舶
の
う
ち
、
船
籍
が
日
本
以
外
の
国
で
あ
る
船
舶
と
す
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
在
外
選
挙
執
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

在
外
選
挙
執
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
様
式
等
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
様
式
等
）

第
一
条

在
外
選
挙
人
名
簿
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

第
一
条

在
外
選
挙
人
名
簿
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
記
第
一
号
様
式

条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
記
第
一
号
様
式

に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
は
、
当
該

２

法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
は
、
当
該

在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
別
記
第
一
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
で
き
る
も

在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
別
記
第
一
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類

及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
十

及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
十

六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
は
、
別
記

六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
記
載
書
類
は
、
別
記

第
一
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

在
外
選
挙
人
名
簿
の
抄
本
及
び
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る

４

在
外
選
挙
人
名
簿
の
抄
本
及
び
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
在
外
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る

一
部
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
部
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
が
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
に
閲
覧
さ
せ
る
事
項
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
が
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
に
閲
覧
さ
せ
る
事
項
）

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
同
上
］

（
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
を
求
め
る
方
法
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
を
求
め
る
方
法
）

第
七
条
の
七

令
第
二
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
の
求
め

第
七
条
の
七

令
第
二
十
三
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
外
務
大
臣
に
対
し

は
、
次
条
に
規
定
す
る
事
項
を
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線

て
行
う
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
移
転
申
請
者
（
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
次

を
通
じ
て
相
手
方
で
あ
る
外
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
外
に
お
け
る
住
所
に
関
す
る
意
見
の
求
め
は
、
次
条
に
規
定
す
る
事
項
を
当
該
市

た
書
類
を
送
付
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
で
あ
る
外
務
大

臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法
又
は
次
条
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
送
付
す
る

方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
記
載
事
項
の
修
正
に
関
し
通
知
す
べ
き
事
項
）

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
記
載
事
項
の
修
正
に
関
し
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
十
四
条

令
第
二
十
三
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登

第
十
四
条

令
第
二
十
三
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
と
す
る
。

録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
と
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
後
に
再
び
国
内
に
住
所
を
移
し
た
者
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
の
表
示

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
後
に
再
び
国
内
に
住
所
を
移
し
た
者
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
の
表
示

を
消
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

を
消
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
五
条
の
三

令
第
六
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二

第
十
五
条
の
三

令
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
後
に

項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
後
に
再
び
国
内
に
住
所
を
移
し
た
者
の
う
ち
、
令

再
び
国
内
に
住
所
を
移
し
た
者
の
う
ち
、
令
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
も

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
後
に
再
び
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
も
の
で
あ
っ

の
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
当
該
表
示
を
消
除
さ
れ
た
後
に
再
び
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
者
で

て
同
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
を
消
除
さ
れ
た
者
以
外
の
者
と
す
る
。

（
在
外
投
票
用
投
票
用
紙
の
様
式
）

（
在
外
投
票
用
投
票
用
紙
の
様
式
）

第
十
六
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
衆
議
院
小
選
挙
区

第
十
六
条

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
衆
議
院
小
選
挙
区

選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記

選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項

第
十
二
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
十
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



２

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員

［
新
設
］

の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
十
二
号

様
式
そ
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

２

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
十
二

員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
十
二

号
様
式
そ
の
三
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
様
式
（
そ
の
二
）
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

３

法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
外
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
う
ち
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
十
二

員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
第
十
二

号
様
式
そ
の
四
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
様
式
（
そ
の
三
）
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
投
票
用
封
筒
の
記
載
）

（
在
外
投
票
用
封
筒
の
記
載
）

第
十
六
条
の
二

［
略
］

第
十
六
条
の
二

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

令
第
六
十
五
条
の
四
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
用
紙
に
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
（
衆
議
院
比

３

令
第
六
十
五
条
の
四
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
用
紙
に
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
（
衆
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
名
称
又
は
略
称
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議

る
届
出
に
係
る
名
称
又
は
略
称
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

の
法
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
名
称
又
は
略
称
）
を
記
載
し
た
者
は
、
投
票
用
封

係
る
名
称
若
し
く
は
略
称
）
を
記
載
し
た
者
は
、
投
票
用
封
筒
の
表
面
に
選
挙
人
の
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
番

筒
の
表
面
に
選
挙
人
の
在
外
選
挙
人
証
の
交
付
番
号
及
び
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町

号
及
び
登
録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

村
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
在
外
投
票
用
封
筒
の
様
式
）

（
在
外
投
票
用
封
筒
の
様
式
）

第
十
七
条

令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は

第
十
七
条

令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

２

令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

２

令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
そ
の
二
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ

ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

３

令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議

３

令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議

院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
そ
の
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議

４

令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
封
筒
の
う
ち
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
そ
の
二
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
用
い
る
も
の
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
（
そ
の
二
）
に
準
じ
て
調
製
し
な
け

な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
投
票
用
紙
等
請
求
書
の
様
式
）

（
投
票
用
紙
等
請
求
書
の
様
式
）

第
十
八
条

令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
様
式
は
、
別

第
十
八
条

令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
様
式
は
、

記
第
十
五
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
第
十
五
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記

別
記

第
五
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
資
格
に
関
す
る
意
見
書
の
様
式
）
（
第
七
条
関
係
）

第
五
号
様
式
（
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
者
の
資
格
に
関
す
る
意
見
書
の
様
式
）
（
第
七
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四

挿
入
］

第
十
一
号
様
式
の
二
（
在
外
選
挙
人
証
交
付
記
録
簿
の
閲
覧
の
申
出
書
の
様
式
）
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

第
十
一
号
様
式
の
二
（
在
外
選
挙
人
証
交
付
記
録
簿
の
閲
覧
の
申
出
書
等
の
様
式
）
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）



［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
十
二
号
様
式
（
在
外
投
票
用
投
票
用
紙
の
様
式
）
（
第
十
六
条
関
係
）

第
十
二
号
様
式
（
在
外
投
票
用
投
票
用
紙
の
様
式
）
（
第
十
六
条
関
係
）

［
そ
の
一
～
そ
の
四

略
］

［
そ
の
一
～
そ
の
四

同
上
］

備
考

備
考

一

様
式
そ
の
一
は
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様
式
で
あ
り
、
様
式
そ
の
二
は
参

一

様
式
そ
の
一
は
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
で
あ
り
、
様
式
そ
の
二
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選

議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様
式
で
あ
り
、
様
式
そ
の
三
は
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議

挙
の
投
票
用
紙
の
様
式
で
あ
り
、
様
式
そ
の
三
は
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様

員
の
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様
式
で
あ
り
、
様
式
そ
の
四
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
用

式
で
あ
り
、
様
式
そ
の
四
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
用
紙
の
様
式
で
あ
る
。

紙
の
様
式
で
あ
る
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

第
十
五
号
様
式
（
令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
紙
等
請

第
十
五
号
様
式
（
令
第
六
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用
紙
等

求
書
の
様
式
）
（
第
十
八
条
関
係
）

請
求
書
の
様
式
）
（
第
十
八
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六

挿
入
］

第
十
八
号
様
式
の
二
（
在
外
選
挙
人
の
不
在
者
投
票
に
関
す
る
調
書
の
様
式
）
（
第
二
十
五
条
の
二
関
係
）

第
十
八
号
様
式
の
二
（
在
外
選
挙
人
の
不
在
者
投
票
に
関
す
る
調
書
の
様
式
）
（
第
二
十
五
条
の
二
関
係
）

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

備
考

備
考

［１
４
略

］

［１
４

同
左

］

～
～

５
こ
の
様
式
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

緊
要
と
認
め
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
は

第
1
9
号
様
式
そ
の
一

５
こ
の
様
式
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

緊
要
と
認
め
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
は

第
1
9
号
様
式
そ
の
一

、
、

、
、

の
備
考
17
に
準
ず
る

の
備
考
15
に
準
ず
る

。
。

第
十
九
号
様
式
（
指
定
在
外
選
挙
投
票
区
等
に
お
け
る
投
票
録
の
様
式
）
（
第
二
十
六
条
関
係
）

第
十
九
号
様
式
（
指
定
在
外
選
挙
投
票
区
等
に
お
け
る
投
票
録
の
様
式
）
（
第
二
十
六
条
関
係
）

そ
の
一

そ
の
一

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

備
考

備
考

［１
９
略

］

［１
９
同
左

］

～
～

1
0

「職
務
時
間

」欄
に
は

投
票
管
理
者
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
職
務

1
0

「職
務
時
間

」欄
に
は

投
票
管
理
者
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
職
務

、
、

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合

、
、

に
そ
の
投
票
管
理
者
が
実
際
に
職
務
を
行
っ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

に
そ
の
投
票
管
理
者
が
実
際
に
職
務
を
行
つ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

1
1
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
代
理
者
が
職
務

1
1
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
代
理
者
が
職
務

、
、

を
行
っ
た
と
き
又
は
投
票
管
理
者
及
び
職
務
代
理
者
に
共
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
共

を
行
つ
た
と
き
又
は
投
票
管
理
者
及
び
職
務
代
理
者
に
共
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
共

、
、

に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
管
掌
者
が
職
務
を
行
っ
た
と
き
は

「職
務
を
代
理
等
し
た
者
の
氏
名

に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
管
掌
者
が
職
務
を
行
つ
た
と
き
は

「職
務
を
代
理
等
し
た
者
の
氏
名

、
、

等

」欄
に
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名

職
務
時
間
及
び
代
理
等
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
由
を
記
入
す
る
こ
と

等

」欄
に
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名

職
務
時
間
及
び
代
理
等
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
事
由
を
記
入
す
る
こ
と

、
、

。
。

1
2

「立
会
時
間

」欄
に
は

投
票
立
会
人
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
立
ち

1
2

「立
会
時
間

」欄
に
は

投
票
立
会
人
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
立
ち

、
、

会
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
立
会
人
が
辞
職
を
し
た
場
合
に
そ
の
投
票
立
会
人
が
実
際
に
立
ち

会
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
立
会
人
が
辞
職
を
し
た
場
合
に
そ
の
投
票
立
会
人
が
実
際
に
立
ち
会

会
っ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

つ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

［1
3
17
略

］

［13
17
同
左

］
～

～

そ
の
二

そ
の
二

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

備
考

備
考



［１
・
２
略

］

［１
・
２

同
左

］

３

「職
務
時
間

」欄
に
は

投
票
管
理
者
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
職
務

３

「職
務
時
間

」欄
に
は

投
票
管
理
者
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
職
務

、
、

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合

、
、

に
そ
の
投
票
管
理
者
が
実
際
に
職
務
を
行
っ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

に
そ
の
投
票
管
理
者
が
実
際
に
職
務
を
行
つ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

４
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
代
理
者
が
職
務

４
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
代
理
者
が
職
務

、
、

を
行
っ
た
と
き
又
は
投
票
管
理
者
及
び
職
務
代
理
者
に
共
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
共

を
行
つ
た
と
き
又
は
投
票
管
理
者
及
び
職
務
代
理
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
共

、
、

に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
管
掌
者
が
職
務
を
行
っ
た
と
き
は

「職
務
を
代
理
等
し
た
者
の
氏
名

に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
管
掌
者
が
職
務
を
行
つ
た
と
き
は

「職
務
を
代
理
等
し
た
者
の
氏
名

、
、

等

」欄
に
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名

職
務
時
間
及
び
代
理
等
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
由
を
記
入
す
る
こ
と

等

」欄
に
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名

職
務
時
間
及
び
代
理
等
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
事
由
を
記
入
す
る
こ
と

、
、

。
。

５

「立
会
時
間

」欄
に
は

投
票
立
会
人
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
立
ち

５

「立
会
時
間

」欄
に
は

投
票
立
会
人
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
立
ち

、
、

会
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
立
会
人
が
辞
職
を
し
た
場
合
に
そ
の
投
票
立
会
人
が
実
際
に
立
ち

会
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
立
会
人
が
辞
職
を
し
た
場
合
に
そ
の
投
票
立
会
人
が
実
際
に
立
ち
会

会
っ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

つ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

［６
12
略

］

［６
12
同
左

］

～
～

そ
の
三

そ
の
三

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

備
考

備
考

［１
・
２
略

］

［１
・
２

同
左

］

３

「職
務
時
間

」欄
に
は

投
票
管
理
者
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
職
務

３

「職
務
時
間

」欄
に
は

投
票
管
理
者
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
職
務

、
、

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合

、
、

に
そ
の
投
票
管
理
者
が
実
際
に
職
務
を
行
っ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

に
そ
の
投
票
管
理
者
が
実
際
に
職
務
を
行
つ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

４
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
代
理
者
が
職
務

４
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
代
理
者
が
職
務

、
、

を
行
っ
た
と
き
又
は
投
票
管
理
者
及
び
職
務
代
理
者
に
共
に
事
故
が
あ
り

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
共

を
行
つ
た
と
き
又
は
投
票
管
理
者
及
び
職
務
代
理
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
共

、
、

に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
管
掌
者
が
職
務
を
行
っ
た
と
き
は

「職
務
を
代
理
等
し
た
者
の
氏
名

に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
職
務
管
掌
者
が
職
務
を
行
つ
た
と
き
は

「職
務
を
代
理
等
し
た
者
の
氏
名

、
、

等

」欄
に
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名

職
務
時
間
及
び
代
理
等
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
由
を
記
入
す
る
こ
と

等

」欄
に
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名

職
務
時
間
及
び
代
理
等
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
事
由
を
記
入
す
る
こ
と

、
、

。
。

５

「立
会
時
間

」欄
に
は

投
票
立
会
人
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
立
ち

５

「立
会
時
間

」欄
に
は

投
票
立
会
人
を
交
替
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
選
任
の
際
立
ち

、
、

会
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
立
会
人
が
辞
職
を
し
た
場
合
に
そ
の
投
票
立
会
人
が
実
際
に
立
ち

会
う
こ
と
と
さ
れ
た
時
間
又
は
投
票
立
会
人
が
辞
職
を
し
た
場
合
に
そ
の
投
票
立
会
人
が
実
際
に
立
ち
会

会
っ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

つ
た
時
間
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

［６
11
略

］

［６
11
同
左

］

～
～

備
考

表
中
の[
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
二
月

十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日

ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
在
外
選
挙
執
行
規
則
（
以
下
「
新
在
外
選
挙
執
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第

十
五
号
様
式
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
審
査
（
第
四
項
に
お
い
て
「
施
行
日
以
後

の
初
回
の
審
査
」
と
い
う
。
）
の
期
日
の
告
示
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
告
示
日
」
と
い
う
。
）

以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
告
示
日

の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
告
示
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員

の
選
挙
及
び
施
行
日
以
後
告
示
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
選



挙
に
お
い
て
は
、
新
在
外
選
挙
執
行
規
則
別
記
第
十
五
号
様
式
そ
の
二
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
請
求
書
に
よ
る
請
求

を
妨
げ
な
い
。

４

施
行
日
以
後
の
初
回
の
審
査
の
期
日
の
告
示
の
際
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
在
外
選
挙
執
行
規
則
別
記

第
十
五
号
様
式
そ
の
二
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
た
請
求
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
在
外
選
挙
執
行
規
則
別
記
第
十
五
号

様
式
そ
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
請
求
書
に
よ
る
請
求
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
最
高
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
の
投
票
用
紙
及
び
投
票
用
封

筒
の
交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
請
求
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



その一 
何 年 何 月 何 日 最高裁判所裁判官国民審査投票所投票録 
執       行 

何投票区 
１ 投票所開設場所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所） 

２ 投 票 所 の 変 更 
年 月 日 場 所 事 由 告 示 年 月 日 
    

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 
 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選 任 年 月 日 立 会 時 間 参 会 時 刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選
出議員の選挙にお
ける投票立会人で
審査における投票
立会人となつた者 

   午前何時～ 
午後何時 

 午前（後）何時何分 
事由何々 

      

 ⑵ 投票管理者の選任
した者 

  （参会時刻） 
  （参会時刻） 

５ 投票所開閉時刻 午前何時開始 午後何時閉鎖 

６ 

投票箱、投票録及び
選挙人名簿を開票
管理者に送致すべ
き投票立会人 

党派    氏名 

７ 投 票 の 状 況 

選 挙 人 名 
簿 登 録 者 

審 査 当 日 
有 権 者 

投 票 者 

投票所における投票
者 不 在 者 投 票 者 

総 数 仮投票によ
る投票者 

総数 
不受理の決
定を受けた
者の数 

拒否の決定
を受けた者
の数 

（男）        
（女）        
（計）        

 ⑴ 
投 票 用 紙 
再 交 付 者 

（氏名）               （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書
により投票をした
者 

（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙
及び封筒を返還し
て投票した者 

（氏名） 

  ⑷ 
点字により投票を
した者 人 

  ⑸ 代 理 投 票 
審 査 人 補          助          者 

（氏    名） （氏    名） （氏    名） 
代理投票者数 人 

  ⑹ 

投票所閉鎖の時刻
までに投票管理者
が送致を受けた不
在者投票 

投票総数          票  内 
受理と決定したもの                票 
不受理と決定したもの               票 

不受理又は拒否の決定を受けた者 
不受理の決定を受けた者 （氏名） 
代理投票の拒否の決定を受けた者 （氏名） 

  ⑺ 投票拒否の決定を
した者 

 審 査 人 の 氏 名 拒 否 の 事 由 仮 投 票 の 有 無 
国民審査法第 26 条の規定によつてそ
の例によることとされた公職選挙法第
50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によつてそ
の例によることとされた公職選挙法第
48条の代理投票の拒否 

   

８ 投票所事務従事者 
               １ 市区町村選挙管理委員会書記              何人 
総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                    何人 
               ３ その他の者                      何人 

 何年何月何日調製 
              投票管理者（職）   氏    名 
 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 
              投票立会人      氏   名 
              投票立会人      氏   名 
備考 
 １ この様式は、投票所における投票録の様式である。 
 ２ 指定投票区若しくは指定関係投票区等である場合又は国民審査法施行規則第 4 条の規定によつてその例によることとされた公職選挙法施行規則第 15条の 2第 3項の

規定により市町村の選挙管理委員会が指定する投票区となつた場合には、その旨を「何投票区」に続いて記載すること。 
 ３ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 
 ４ 「審査当日有権者」には、期日前投票を行つた者のうち審査の期日までの間に審査権を有しなくなつたものも含まれるものであること。 
 ５ 投票所における投票者の総数と不在者投票の総数の計を「投票者」欄に記載すること。 
 ６ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠

けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 
  ７ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故があり、若しくはこれら

の者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、職務時間及び代理等をすることとなつた事由
を記入すること。 

  ８ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合にその投票立会人が実
際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ９ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 
 10 署名をする投票管理者及び投票立会人は、投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 
 11 指定関係投票区等である場合には、この様式中「不在者投票」欄及び７⑹の欄に斜線を引くこと。ただし、繰延投票が行われ当該投票区に属する審査人がした不在者

投票の送致を受けた場合又は国民審査法施行規則第 4 条の規定によってその例によることとされた公職選挙法施行規則第 15 条の 2第 3項の規定により市町村の選挙管
理委員会が指定する投票区となつた場合は、この限りでない。 

 12 公職選挙法第 55条ただし書に規定するときにあっては、「６ 投票箱、投票録及び選挙人名簿を開票管理者に送致すべき投票立会人」欄には、投票箱及び投票録を開
票管理者に送致すべき投票立会人を記載すること。 

 13 この様式に掲げる事項のほか、投票管理者において、投票に関し緊要と認める事項があるときは、これを記載すること。この場合においては、補助用紙を使用するこ
とができる。  

別
記
（
投
票
録
様
式
）［
別
紙
一
］ 



その二 

何 年 何 月 何 日 
最高裁判所裁判官国民審査共通投票所投票録 

執      行 

１ 共 通 投 票 所 開 設 場 所  

２ 共 通 投 票 所 の 変 更 
年 月 日 場 所 事 由 告 示 年 月 日 

    

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選任年月日 立 会 時 間 参会時刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選出議員の

選挙における投票立会人で

審査における投票立会人と

なつた者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 

午前（後）何時何分  

事由何々 

      

 ⑵ 投票管理者の選任した者 
  （参会時刻） 

  （参会時刻） 

５ 共 通 投 票 所 開 閉 時 刻 午前何時開始 午後何時閉鎖 

６ 

投票箱、投票録及び選挙人名

簿を開票管理者に送致すべ

き投票立会人 

党派    氏名 

７ 投 票 の 状 況 

投 票 者 仮投票による投票者 

（男）  

（女）  

（計）  

 ⑴ 投 票 用 紙 再 交 付 者 （氏名）            （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書により投

票をした者 
（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙及び封筒

を返還して投票した者 
（氏名） 

  ⑷ 点字により投票をした者 
人 

  ⑸ 代 理 投 票 

審  査  人 補     助     者 

（氏     名） （氏     名） （氏     名） 

代理投票者数 人 

  ⑹ 投票拒否の決定をした者 

 審 査 人 の 氏 名 拒 否 の 事 由 仮 投 票 の 有 無 

国民審査法第 26 条の規定によつ

てその例によることとされた公職

選挙法第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によつ

てその例によることとされた公職

選挙法第48条の代理投票の拒否 

   

８ 共 通 投 票 所 事 務 従 事 者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記          何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                何人 

               ３ その他の者                  何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏  名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏  名 

              投票立会人      氏  名 

備 考 

 １ この様式は、共通投票所における投票録の様式である。 

 ２  審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ３ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

  ４ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

  ５ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ６ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 ７ 署名をする投票管理者及び投票立会人は、共通投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 ８ 公職選挙法第 55条ただし書に規定するときにあつては、「６ 投票箱、投票録及び選挙人名簿を開票管理者に送致すべき投票立会人」欄には、投

票箱及び投票録を開票管理者に送致すべき投票立会人を記載すること。 

 ９ この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。 

  



その三 

   何 年 何 月 何 日 

   執      行 最高裁判所裁判官国民審査期日前投票所投票録 

１ 期 日 前 投 票 年 月 日 何年何月何日 

２ 期日前投票所設置の状況  

  ⑴ 期日前投票所開設場所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所） 

  ⑵ 
期日前投票所における審査

の期間 
何年何月何日から何年何月何日まで 

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選任年月日 立 会 時 間 参会時刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選出議員の

選挙における投票立会人で

審査における投票立会人と

なつた者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 午前（後）何時何分事由何  々

      

 ⑵ 投票管理者の選任した者 
     （参 会 時 刻） 

     （参 会 時 刻） 

５ 期 日 前 投 票 所 開 閉 時 刻 午前 何時開始     午後 何時閉鎖 

６ 投 票 の 状 況 

投 票 者 仮 投 票 に よ る 投 票 者 

（男）  

（女）  

（計）  

 ⑴ 投 票 用 紙 再 交 付 者 （氏名）            （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書により投

票をした者 
（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙及び封筒

を返還して投票した者 
（氏名） 

  ⑷ 点字により投票をした者 人 

  ⑸ 代 理 投 票 

審    査    人 補     助     者 

（氏     名） （氏     名） （氏     名） 

代理投票者数 人 

  ⑹ 投票拒否の決定をした者 

 審査人の氏名 拒 否 の 事 由 仮投票の有無 

国民審査法第 26条の規定によつて

その例によることとされた公職選

挙法第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によつて

その例によることとされた公職選

挙法第 48条の代理投票の拒否 

   

７ 期日前投票所事務従事者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記          何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                何人 

               ３ その他の者                  何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏  名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏  名 

              投票立会人      氏  名 

備考 

 １ この様式は、期日前投票所における投票録の様式である。 

 ２ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ３ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

  ４ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

  ５ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ６ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 ７ 署名をする投票管理者及び投票立会人は、期日前投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 ８ この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。 



【必要事項記載部分】 【投票記載部分】
１．指定市町村の選挙管理委員会の委員長の記載事項
　①指定市町村名

　　　　　　 都道府県　　　市町村　　　　（区）
　②この用紙を船長又は船員に交付した年月日

　　　　　　年　　月　　日
　③船員の選挙人名簿登録地市町村名

　　　　　　 都道府県　　　市町村　　　　（区）
　④令第13条の規定によりその例によることとされる
　　公職選挙法施行令第59条の６又は第59条の６の３
　　に係る請求の別

第59条の６に係る請求　　第59条の６の３に係る請求

２．不在者投票管理者等の記載事項

　①氏名（署名）

　②指定船舶等の名称

　③この用紙を船員に交付した年月日

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
３．立会人の記載事項

　　氏名（署名）

４．船員の記載事項

　①氏名（署名）

　②住所

市区町村
　③選挙人名簿登録証明書の交付年月日

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　④船員手帳の番号

５．代理投票の仮投票の場合

　　代理記載人の署名

（切り取り線）

【注意事項記載欄】

⑴　令第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第59条の６に係る請求の場合

⑵　令第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第59条の６の３に係る請求の場合

⑴　令第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第59条の６に係る請求の場合

⑵　令第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第59条の６の３に係る請求の場合

市（区）（町）（村）選挙管理委員会　印

　②　投票の記載を行った船員は、ファクシミリ装置を用いて船長から知らされた電気通信番号により指定
　　市町村の選挙管理委員会の委員長あてに送信してください。

　③　代理投票の場合は、４欄には代理記載人が記載してください。

そ
の
一

３　出航後に船員が２人以下となった場合の手続
　　船長は、船員から令第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第59条の６第８項
　の請求を受けた場合において、船員の数が２人以下に減り、立会人の氏名が記載できない場合には、２欄
　に必要事項を記載し、３欄には当該船員が法第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第
　49条第８項に該当する審査人である旨を記載した上で、船員に交付してください。
　　交付を受けた船員は、４欄にもれなく記載をした後、投票の記載を行ってください。その後は、上記１
　⑵③及び２⑵①と同様に送信等を行ってください。
　　なお、当該船員が自衛隊員である場合には、④欄には「自衛隊員」と、実習生である場合には「実習生
　」と記載し、５欄には何も記載しないでください。

２　投票送信用紙の送信後の手続

　①　船員は、送信を行った後、直ちに、投票記載部分、必要事項記載部分及び注意事項記載欄をそれぞれ
　　切り離し、投票記載部分を投票送信用紙とともに船長から交付された投票送信用紙用封筒に入れて封を
　　し、必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けて、船長に提出してください。

　①　船員は、送信を行った後、直ちに、投票記載部分、必要事項記載部分及び注意事項記載欄をそれぞれ
　　切り離し、投票記載部分を投票送信用紙とともに交付された投票送信用紙用封筒に入れて封をし、必要
　　事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けて、確認書とともに保管し、本邦の港に帰っ
　　たときに、指定市町村の選挙管理委員会の委員長あて送致してください。

　④　５欄には、代理投票の仮投票の場合以外は記載しないでください。

　①　この投票送信用紙の交付を受けた船員は、１欄及び２欄中②欄に記載されている事項を消したり、修
　　正を加えたりしないでください。
　②　船員は、指定市町村の選挙管理委員会の委員長が指定した時間内に確認書の送信を行った後、審査の
　　期日の告示があった日の翌日から当該審査の期日の前日までの間の指定市町村の選挙管理委員会の委員
　　長が定める時間内において、４欄にもれなく記載をした後、投票の記載を行ってください。なお、④欄
　　には、当該船員が自衛隊員である場合には「自衛隊員」と記載し、実習生である場合には「実習生」と
　　記載し、２欄中①、③欄及び３欄については、何も記載しないでください。

　③　投票の記載を行った船員は、ファクシミリ装置を用いて請求書に記載した電気通信番号により指定市
　　町村の選挙管理委員会の委員長あてに送信してください。

　　ファクシミリ送信時の
　　用紙の向き
　　　　※送信する際には、用紙の向き
　　　　及び表裏に注意してください。

１　投票送信用紙の交付から送信までの手続

　①　この投票送信用紙の交付を受けた船員は、１、２、３欄に記載された事項を消したり、修正を加えた
    りせず、投票の記載をする場所で４欄にもれなく記載をした後、投票の記載を行ってください。なお、
    ④欄には、当該船員が自衛隊員である場合には「自衛隊員」と記載し、実習生である場合には「実習生
    」と記載してください。
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最高裁判所裁判官国民審査洋上投票

ちゅうい
ほうおもさいばんかん

しめいこくじじゅんじょしめばんごううえらんか

おもさいばんかんなに

か

○注意

一やめさせた方がよいと思う裁判官については、その

氏名の告示順序を示す番号の上の欄に×を書くこと。

二やめさせなくてよいと思う裁判官については、何も

書かないこと。
さいばんかんしめいこくじじゅんじょしめばんごう

裁判官の氏名の告示順序を示す番号 ×を書く欄

からん

別
記
第
三
号
様
式
（
洋
上
投
票
等
に
お
け
る
投
票
送
信
用
紙
の
様
式
）
（
第
三
条
関
係
）
［
別
紙
二
］



備
考一

投
票
送
信
用
紙
は
両
面
印
刷
の
方
法
に
よ
り
調
製
し
て
も
差
し
支
え
な
い
が
、
投
票
記
載
部
分
及
び
必
要
事
項
記
載
部
分
の
裏
面
に
は
何
も
印
刷
し
な
い
こ
と
。

二

投
票
送
信
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

三

投
票
送
信
用
紙
に
押
す
べ
き
指
定
市
町
村
（
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
選
挙
管
理

委
員
会
の
印
は
、
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
市
町
村
の
印
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。

四

不
正
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
投
票
送
信
用
紙
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
投
票
送
信
用
紙
に
押
す
べ
き
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
刷
込
み
式
に
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

五

投
票
記
載
部
分
に
い
ず
れ
の
審
査
に
係
る
投
票
送
信
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
際
に
は
、「
第
何
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
」
等
と
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

六

指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
六
に
係
る

請
求
を
受
け
た
場
合
は
投
票
送
信
用
紙
の
必
要
事
項
記
載
部
分
の
「１

指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
記
載
事
項

」
欄
に
、
同
令
第
五
十
九
条

．

の
六
の
三
に
係
る
請
求
を
受
け
た
場
合
は
投
票
送
信
用
紙
の
「１

指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
記
載
事
項

」
欄
及
び
「２

不
在
者
投
票
管

．
．

理
者
等
の
記
載
事
項

」
欄
中
「②

指
定
船
舶
等
の
名
称

」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

投
票
送
信
用
紙
の
注
意
事
項
記
載
欄
の
余
白
に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



【必要事項記載部分】 【投票記載部分】

　①南極投票指定市町村名

　　　　　　 都道府県　　　市町村　　　　（区）
　②この用紙を隊長に交付した年月日

　　　　　　年　　月　　日
　③審査人の選挙人名簿登録地市町村名

　　　　　　 都道府県　　　市町村　　　　（区）

２．不在者投票管理者の記載事項

　①氏名（署名）

　②投票記載場所

　③この用紙を審査人に交付した年月日

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
３．立会人の記載事項

　　氏名（署名）

４．審査人の記載事項

　①氏名（署名）

　②住所

市区町村
　③南極選挙人証又は選挙人名簿登録証明書の交付年月日

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

５．代理投票の仮投票の場合

　　代理記載人の署名

（切り取り線）

【注意事項記載欄】

市（区）（町）（村）選挙管理委員会　印

そ
の
二

　　ファクシミリ送信時の
　　用紙の向き

１　「１．南極投票指定市町村の選挙管理委員会の委員長の記載事項」欄には南極投票指定市町村の選挙管
　理委員会の委員長が、「２．不在者投票管理者の記載事項」欄には不在者投票管理者である隊長が、
　「３．立会人の記載事項」欄には立会人が、それぞれ記載した後、交付されますので、審査人は記載事項
　を消したり、修正を加えたりしないでください。
２　不在者投票管理者である隊長からこの投票送信用紙の交付を受けた審査人は、投票の記載をする場所で
　「４．審査人の記載事項」欄にもれなく記載をした後、投票の記載を行ってください。
３　投票の記載を行った審査人は、直ちに不在者投票管理者である隊長が指定したファクシミリ装置を用い
　て隊長から知らされた電気通信番号を用いて南極投票指定市町村の選挙管理委員会の委員長あてにこの投
　票送信用紙を送信してください。
４　代理投票の場合は、「４．審査人の記載事項」欄には代理記載人が記載してください。
５　「５．代理投票の仮投票の場合　代理記載人の署名」欄には、代理投票の仮投票の場合以外は記載しな
　いでください。
６　この投票送信用紙をファクシミリ装置を用いて送信する際には、用紙の向き及び表裏に注意してくださ
　い。
７　審査人は、ファクシミリ装置による送信を行った後は、直ちに、投票記載部分、必要事項記載部分及び
　注意事項記載欄をそれぞれ切り離し、投票記載部分を投票送信用紙とともに隊長から交付された投票送信
　用紙用封筒に入れて封をし、必要事項記載部分を当該投票送信用紙用封筒の表面に貼り付けて、隊長に提
　出してください。

１．南極投票指定市町村の選挙管理委員会の委員長の記載事項 15 
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３
 

 
 

２
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（
切
り
取
り
線
）

最高裁判所裁判官国民審査南極投票

さいばんかんしめいこくじじゅんじょしめばんごう

裁判官の氏名の告示順序を示す番号 ×を書く欄

からん

ちゅうい
ほうおもさいばんかん

しめいこくじじゅんじょしめばんごううえらんか

おもさいばんかんなに

か

○注意

一やめさせた方がよいと思う裁判官については、その

氏名の告示順序を示す番号の上の欄に×を書くこと。

二やめさせなくてよいと思う裁判官については、何も

書かないこと。



備
考一

投
票
送
信
用
紙
は
片
面
印
刷
の
方
法
に
よ
り
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

投
票
送
信
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

三

投
票
送
信
用
紙
に
押
す
べ
き
南
極
投
票
指
定
市
町
村
（
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
南
極
投
票
指
定
市
町
村
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
南
極
投
票
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
南
極
投
票
指
定
市
町
村
の
印
を
も
つ
て
こ
れ
に

代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。

四

不
正
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
投
票
送
信
用
紙
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
南
極
投
票
指
定
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
投
票
送
信
用
紙
に
押
す
べ
き
南
極
投
票
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
を
刷
込
み
式
に
し
て
も
差
し
支
え

な
い
。

五

投
票
記
載
部
分
に
い
ず
れ
の
審
査
に
係
る
投
票
送
信
用
紙
で
あ
る
か
を
表
示
す
る
際
に
は
、「
第
何
回
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
」
等
と
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

六

南
極
投
票
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
投
票
送
信
用
紙
の
必
要
事
項
記
載
部
分
の
「１

南
極
投
票
指
定
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の

．

委
員
長
の
記
載
事
項

」
欄
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

投
票
送
信
用
紙
の
注
意
事
項
記
載
欄
の
余
白
に
は
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



その一 

何 年 何 月 何 日 最高裁判所裁判官国民審査投票所投票録 

執       行 

何投票区 
１ 投票所開設場所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所） 

２ 投 票 所 の 変 更 
年 月 日 場 所 事 由 告 示 年 月 日 

    

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選 任 年 月 日 立 会 時 間 参 会 時 刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選

出議員の選挙にお

ける投票立会人で

審査における投票

立会人となった者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 

午前（後）何時何分 

事由何々 

      

 ⑵ 
投票管理者の選任

した者 

  （参会時刻） 

  （参会時刻） 

５ 投票所開閉時刻 午前何時開始 午後何時閉鎖 

６ 

投票箱、投票録及び

選挙人名簿を開票

管理者に送致すべ

き投票立会人 

党派    氏名 

７ 投 票 の 状 況 

選 挙 人 名 

簿 登 録 者 

審 査 当 日 

有 権 者 
投 票 者 

投票所における投票

者 
不 在 者 投 票 者 

総 数 
仮投票によ

る投票者 
総数 

不受理の決

定を受けた

者の数 

拒否の決定

を受けた者

の数 

（男）        

（女）        

（計）        

 ⑴ 
投 票 用 紙 

再 交 付 者 
（氏名）               （再交付の事由） 

 ⑵ 

決定書又は判決書

により投票をした

者 

（氏名） 

 ⑶ 

不在者投票の用紙

及び封筒を返還し

て投票した者 

（氏名） 

 ⑷ 
点字により投票を

した者 
人 

 ⑸ 代 理 投 票 

審 査 人 補          助          者 

（氏    名） （氏    名） （氏    名） 

代理投票者数 人 

 ⑹ 

投票所閉鎖の時刻

までに投票管理者

が送致を受けた不

在者投票 

投票総数          票  内 
受理と決定したもの                票 

不受理と決定したもの               票 

不受理又は拒否の決定を受けた者 

不受理の決定を受けた者 （氏名） 

代理投票の拒否の決定を受けた者 （氏名） 

 ⑺ 
投票拒否の決定を

した者 

 審 査 人 の 氏 名 拒 否 の 事 由 仮 投 票 の 有 無 

国民審査法第 26 条の規定によってそ

の例によることとされた公職選挙法第

50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によってそ

の例によることとされた公職選挙法第

48条の代理投票の拒否 

   

８ 投票所事務従事者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記              何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                    何人 

               ３ その他の者                      何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏    名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏   名 

              投票立会人      氏   名 

別
記
第
五
号
様
式
（
投
票
録
の
様
式
）（
第
五
条
関
係
）［
別
紙
三
］ 



備考 

 １ この様式は、投票所（法第 26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第 30条の 3第 2項に規定する指定在外選挙投票区の投票所

を除く。）における投票録の様式である。 

 ２ 指定投票区若しくは指定関係投票区等である場合又は第 6条の規定によつてその例によることとされた公職選挙法施行規則（昭和 25年総理府

令第 13号）第 15条の 2第 3項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定する投票区となつた場合には、その旨を「何投票区」に続いて記載す

ること。 

 ３ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ４ 「審査当日有権者」には、期日前投票を行つた者のうち審査の期日までの間に審査権を有しなくなつたものも含まれるものであること。 

 ５ 投票所における投票者の総数と不在者投票の総数の計を「投票者」欄に記載すること。 

 ６ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

 ７ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

 ８ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ９ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 10 署名をする投票管理者及び投票立会人は、投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 11 指定関係投票区等である場合には、この様式中「不在者投票者」欄及び７⑹の欄に斜線を引くこと。ただし、繰延投票が行われ当該投票区に属

する審査人がした不在者投票の送致を受けた場合又は第 6 条の規定によつてその例によることとされた公職選挙法施行規則第 15条の 2第 3 項の

規定により市町村の選挙管理委員会が指定する投票区となつた場合は、この限りでない。 

 12 公職選挙法第 55 条ただし書に規定するときにあつては、「６ 投票箱、投票録及び選挙人名簿を開票管理者に送致すべき投票立会人」欄には、

投票箱及び投票録を開票管理者に送致すべき投票立会人を記載すること。 

 13 この様式に掲げる事項のほか、投票管理者において、投票に関し緊要と認める事項があるときは、これを記載すること。この場合においては、

補助用紙を使用することができる。  



その二 

何 年 何 月 何 日 
最高裁判所裁判官国民審査共通投票所投票録 

執      行 

１ 共 通 投 票 所 開 設 場 所  

２ 共 通 投 票 所 の 変 更 
年 月 日 場 所 事 由 告 示 年 月 日 

    

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選任年月日 立 会 時 間 参会時刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選出議員の

選挙における投票立会人で

審査における投票立会人と

なった者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 

午前（後）何時何分  

事由何々 

      

 ⑵ 投票管理者の選任した者 
  （参会時刻） 

  （参会時刻） 

５ 共 通 投 票 所 開 閉 時 刻 午前何時開始 午後何時閉鎖 

６ 

投票箱、投票録及び選挙人名

簿を開票管理者に送致すべ

き投票立会人 

党派    氏名 

７ 投 票 の 状 況 

投 票 者 仮投票による投票者 

（男）  

（女）  

（計）  

 ⑴ 投 票 用 紙 再 交 付 者 （氏名）            （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書により投

票をした者 
（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙及び封筒

を返還して投票した者 
（氏名） 

 ⑷ 点字により投票をした者 
人 

 ⑸ 代 理 投 票 

審  査  人 補     助     者 

（氏     名） （氏     名） （氏     名） 

代理投票者数 人 

 ⑹ 投票拒否の決定をした者 

 審 査 人 の 氏 名 拒 否 の 事 由 仮 投 票 の 有 無 

国民審査法第 26 条の規定によっ

てその例によることとされた公職

選挙法第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によっ

てその例によることとされた公職

選挙法第48条の代理投票の拒否 

   

８ 共 通 投 票 所 事 務 従 事 者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記          何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                何人 

               ３ その他の者                  何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏  名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏  名 

              投票立会人      氏  名 

備考 

 １ この様式は、共通投票所（法第 26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第 49条の 2第 3項の規定により市町村の選挙管理委員

会が指定した共通投票所を除く。）における投票録の様式である。 

 ２  審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ３ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

 ４ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

 ５ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ６ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 ７ 署名をする投票管理者及び投票立会人は、共通投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 ８ 公職選挙法第 55 条ただし書に規定するときにあつては、「６ 投票箱、投票録及び選挙人名簿を開票管理者に送致すべき投票立会人」欄には、

投票箱及び投票録を開票管理者に送致すべき投票立会人を記載すること。 

 ９ この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。  



その三 

   何 年 何 月 何 日 

   執      行 最高裁判所裁判官国民審査期日前投票所投票録 

１ 期 日 前 投 票 年 月 日 何年何月何日 

２ 期日前投票所設置の状況  

 ⑴ 期日前投票所開設場所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所） 

 ⑵ 
期日前投票所における審査

の期間 
何年何月何日から何年何月何日まで 

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選任年月日 立 会 時 間 参会時刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選出議員の

選挙における投票立会人で

審査における投票立会人と

なった者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 午前（後）何時何分事由何  々

      

 ⑵ 投票管理者の選任した者 
     （参 会 時 刻） 

     （参 会 時 刻） 

５ 期 日 前 投 票 所 開 閉 時 刻 午前 何時開始     午後 何時閉鎖 

６ 投 票 の 状 況 

投 票 者 仮 投 票 に よ る 投 票 者 

（男）  

（女）  

（計）  

 ⑴ 投 票 用 紙 再 交 付 者 （氏名）            （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書により投

票をした者 
（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙及び封筒

を返還して投票した者 
（氏名） 

 ⑷ 点字により投票をした者 人 

 ⑸ 代 理 投 票 

審    査    人 補     助     者 

（氏     名） （氏     名） （氏     名） 

代理投票者数 人 

 ⑹ 投票拒否の決定をした者 

 審査人の氏名 拒 否 の 事 由 仮投票の有無 

国民審査法第 26条の規定によって

その例によることとされた公職選

挙法第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によって

その例によることとされた公職選

挙法第 48条の代理投票の拒否 

   

７ 期日前投票所事務従事者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記          何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                何人 

               ３ その他の者                  何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏  名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏  名 

              投票立会人      氏  名 

備考 

 １ この様式は、期日前投票所（法第 26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第 49条の 2第 4項の規定により読み替えて適用され

る同法第 48条の 2第 1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所を除く。）における投票録の様式である。 

 ２ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ３ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

 ４ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

 ５ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ６ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 ７ 署名をする投票管理者及び投票立会人は、期日前投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 ８ この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。  



その四 

何 年 何 月 何 日 最高裁判所裁判官国民審査投票所投票録 

執       行 

何投票区 
１ 投票所開設場所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所） 

２ 投 票 所 の 変 更 
年 月 日 場 所 事 由 告 示 年 月 日 

    

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選 任 年 月 日 立 会 時 間 参 会 時 刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選

出議員の選挙にお

ける投票立会人で

審査における投票

立会人となった者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 

午前（後）何時何分 

事由何々 

      

 ⑵ 
投票管理者の選任

した者 

  （参会時刻） 

  （参会時刻） 

５ 投票所開閉時刻 午前何時開始 午後何時閉鎖 

６ 

投票箱、投票録及び

選挙人名簿を開票

管理者に送致すべ

き投票立会人 

党派    氏名 

７ 投 票 の 状 況 

選 挙 人 名 

簿 登 録 者 

審 査 当 日 

有 権 者 
投 票 者 

投票所における投票者 

（在外審査人を除く。） 

不在者投票者 

（在外審査人を除く。） 

総 数 
仮投票によ

る投票者 
総数 

不受理の決

定を受けた

者の数 

拒否の決定

を受けた者

の数 

（男）        

（女）        

（計）        

 ⑴ 
投 票 用 紙 

再 交 付 者 
（氏名）               （再交付の事由） 

 ⑵ 

決定書又は判決書

により投票をした

者 

（氏名） 

 ⑶ 

不在者投票の用紙

及び封筒を返還し

て投票した者 

（氏名） 

 ⑷ 
点字により投票を

した者 
人 

 ⑸ 代 理 投 票 

審 査 人 補          助          者 

（氏    名） （氏    名） （氏    名） 

代理投票者数 人 

 ⑹ 

投票所閉鎖の時刻

までに投票管理者

が送致を受けた不

在者投票 

投票総数          票  内 
受理と決定したもの                票 

不受理と決定したもの               票 

不受理又は拒否の決定を受けた者 

不受理の決定を受けた者 （氏名） 

代理投票の拒否の決定を受けた者 （氏名） 

 ⑺ 
投票拒否の決定を

した者 

 審 査 人 の 氏 名 拒 否 の 事 由 仮 投 票 の 有 無 

国民審査法第 26条の規定によってそ

の例によることとされた公職選挙法

第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26条の規定によってそ

の例によることとされた公職選挙法

第 48条の代理投票の拒否 

   

８ 
在外審査人の投票

の状況 

在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 者 審 査 当 日 有 権 者 投 票 者 （ イ ＋ ロ ＋ ハ ） 

（男）   

（女）   

（計）   

投票所における投票者（在

外審査人に限る。） 
不在者投票者（在外審査人に限る。） 在 外 投 票 者 

総数 

（イ） 
仮投票による投票 

総数 

（ロ） 

不受理の決定を

受けた者の数 

拒否の決定を受

けた者の数 

総数 

（ハ） 

不受理の決定を

受けた者の数 

拒否の決定を受

けた者の数 

        

        

        



 ⑴ 

投票所閉鎖の時刻

までに投票管理者

が送致を受けた不

在者投票 

投票総数        票  内 受理と決定したもの               票 

 不受理と決定したもの              票 

不受理又は拒否の決定を受けた者 

不受理の決定を受けた者 （氏名） 

代理投票の拒否の決定を受けた者 （氏名） 

 ⑵ 

投票所閉鎖の時刻

までに投票管理者

が送致を受けた在

外投票 

投票総数        票  内 受理と決定したもの               票 

 不受理と決定したもの              票 

不受理又は拒否の決定を受けた者 

不受理の決定を受けた者 （氏名） 

代理投票の拒否の決定を受けた者 （氏名） 

 ⑶ 備 考  

９ 投票所事務従事者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記              何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                    何人 

               ３ その他の者                      何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏    名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏   名 

              投票立会人      氏   名 

備考 

 １ この様式は、法第 26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第 30条の 3第 2項に規定する指定在外選挙投票区の投票所における

投票録の様式である。 

 ２ 指定投票区若しくは指定関係投票区等である場合又は第 6条の規定によつてその例によることとされた公職選挙法施行規則第 15条の 2第 3項

の規定により市町村の選挙管理委員会が指定する投票区となつた場合には、その旨を「何投票区」に続いて記載すること。 

 ３ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ４ 「審査当日有権者」には、期日前投票を行つた者のうち審査の期日までの間に審査権を有しなくなつたものも含まれるものであること。 

 ５ 「７ 投票の状況」欄には、在外審査人以外の審査人の投票の状況を記載すること。 

 ６ 「７ 投票の状況」欄の「投票者」欄には、投票所における投票者の総数と不在者投票の総数の計を記載すること。 

 ７ 「８ 在外審査人の投票の状況」欄には、在外審査人の投票の状況を記載すること。 

 ８ 「８ 在外審査人の投票の状況」欄の「投票者」欄には、投票所における投票者の総数、不在者投票者の総数及び在外投票者の総数の計を記載

すること。 

 ９ 在外審査人について、指定在外選挙投票区の投票所において、投票用紙再交付者、決定書又は判決書により投票をした者、不在者投票の用紙及

び封筒を返還して投票した者、郵便等による在外投票の用紙及び封筒を返還して投票した者、点字により投票をした者、代理投票をした者又は投

票拒否の決定をした者があるときは、「８⑶備考」欄に、「７⑴」欄から「７⑸」欄まで又は「７⑺」欄の記載方法に準じて、記載をすること。 

 10 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

 11 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

 12 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 13 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 14 署名をする投票管理者及び投票立会人は、投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 15 指定関係投票区等である場合には、「７ 投票の状況」欄の「不在者投票者」欄及び「７⑹」の欄に斜線を引くこと。ただし、繰延投票が行われ

当該投票区に属する審査人がした不在者投票の送致を受けた場合又は第 6 条の規定によつてその例によることとされた公職選挙法施行規則第 15

条の 2第 3項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定する投票区となつた場合は、この限りでない。 

 16 公職選挙法第 55 条ただし書に規定するときにあつては、「６ 投票箱、投票録及び選挙人名簿を開票管理者に送致すべき投票立会人」欄には、

投票箱及び投票録を開票管理者に送致すべき投票立会人を記載すること。 
 17 この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。  



その五 
何 年 何 月 何 日 

最高裁判所裁判官国民審査共通投票所投票録 
執      行 
１ 共 通 投 票 所 開 設 場 所  

２ 共 通 投 票 所 の 変 更 
年 月 日 場 所 事 由 告 示 年 月 日 
    

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 
 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選任年月日 立 会 時 間 参会時刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選出議員の
選挙における投票立会人で
審査における投票立会人と
なった者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 

午前（後）何時何分  
事由何々 

      

 ⑵ 投票管理者の選任した者 
  （参会時刻） 
  （参会時刻） 

５ 共 通 投 票 所 開 閉 時 刻 午前何時開始 午後何時閉鎖 

６ 
投票箱、投票録及び選挙人名
簿を開票管理者に送致すべ
き投票立会人 

党派    氏名 

７ 投 票 の 状 況 

投 票 者 仮投票による投票者 

（男）  
（女）  
（計）  

 ⑴ 投 票 用 紙 再 交 付 者 （氏名）            （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書により投
票をした者 

（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙及び封筒
を返還して投票した者 

（氏名） 

 ⑷ 点字により投票をした者 
人 

 ⑸ 代 理 投 票 
審  査  人 補     助     者 

（氏     名） （氏     名） （氏     名） 
代理投票者数 人 

 ⑹ 投票拒否の決定をした者 

 審 査 人 の 氏 名 拒 否 の 事 由 仮 投 票 の 有 無 
国民審査法第 26 条の規定によっ
てその例によることとされた公職
選挙法第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によっ
てその例によることとされた公職
選挙法第48条の代理投票の拒否 

   

８ 在外審査人の投票の状況 

投 票 者 仮投票による投票者 

（男）  
（女）  
（計）  
備 考   

９ 共 通 投 票 所 事 務 従 事 者 
               １ 市区町村選挙管理委員会書記          何人 
総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                何人 
               ３ その他の者                  何人 

 何年何月何日調製 
              投票管理者（職）   氏  名 
 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 
              投票立会人      氏  名 
              投票立会人      氏  名 
備考 
 １ この様式は、法第 26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第 49条の 2第 3項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した

共通投票所における投票録の様式である。 
 ２ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 
 ３ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 
 ４ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、
職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

 ５ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合
にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ６ 「７ 投票の状況」欄には、在外審査人以外の審査人の投票の状況を記載すること。 
 ７ 「８ 在外審査人の投票の状況」欄には、在外審査人の投票の状況を記載すること。 
 ８ 在外審査人について、市町村の選挙管理委員会の指定した共通投票所において、投票用紙再交付者、決定書又は判決書により投票をした者、不

在者投票の用紙及び封筒を返還して投票した者、郵便等による在外投票の用紙及び封筒を返還して投票した者、点字により投票をした者、代理投
票をした者又は投票拒否の決定をした者があるときは、「８ 在外審査人の投票の状況」欄の「備考」欄に、「７⑴」欄から「７⑹」欄までの記載
方法に準じて、記載をすること。 

 ９ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 
 10 署名をする投票管理者及び投票立会人は、共通投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 
 11 公職選挙法第 55 条ただし書に規定するときにあつては、「６ 投票箱、投票録及び選挙人名簿を開票管理者に送致すべき投票立会人」欄には、

投票箱及び投票録を開票管理者に送致すべき投票立会人を記載すること。 
 12 この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。  



その六 

   何 年 何 月 何 日 

   執      行 最高裁判所裁判官国民審査期日前投票所投票録 

１ 期 日 前 投 票 年 月 日 何年何月何日 

２ 期日前投票所設置の状況  

 ⑴ 期日前投票所開設場所 何市（区）役所（何町村役場）（何の場所） 

 ⑵ 
期日前投票所における審査

の期間 
何年何月何日から何年何月何日まで 

３ 投 票 管 理 者 

氏 名 選任年月日 職 務 時 間 参会時刻 職務を代理等した者の氏名等 

  
午前何時～ 

午後何時 
 

職務代理（管掌）者 氏 名 

 午前何時～何時 事由何々 

     

４ 投 票 立 会 人 党 派 氏 名 選任年月日 立 会 時 間 参会時刻 辞職の時刻及び理由 

 ⑴ 

衆議院小選挙区選出議員の

選挙における投票立会人で

審査における投票立会人と

なった者 

   
午前何時～ 

午後何時 
 午前（後）何時何分事由何々 

      

 ⑵ 投票管理者の選任した者 
     （参 会 時 刻） 

     （参 会 時 刻） 

５ 期 日 前 投 票 所 開 閉 時 刻 午前 何時開始     午後 何時閉鎖 

６ 投 票 の 状 況 

投 票 者 仮 投 票 に よ る 投 票 者 

（男）  

（女）  

（計）  

 ⑴ 投 票 用 紙 再 交 付 者 （氏名）            （再交付の事由） 

 ⑵ 
決定書又は判決書により投

票をした者 
（氏名） 

 ⑶ 
不在者投票の用紙及び封筒

を返還して投票した者 
（氏名） 

 ⑷ 点字により投票をした者 人 

 ⑸ 代 理 投 票 

審    査    人 補     助     者 

（氏     名） （氏     名） （氏     名） 

代理投票者数 人 

 ⑹ 投票拒否の決定をした者 

 審査人の氏名 拒 否 の 事 由 仮投票の有無 

国民審査法第 26条の規定によって

その例によることとされた公職選

挙法第 50条の投票の拒否 

   

国民審査法第 26 条の規定によって

その例によることとされた公職選

挙法第 48条の代理投票の拒否 

   

７ 在外審査人の投票の状況 

投 票 者 仮 投 票 に よ る 投 票 者 

（男）  

（女）  

（計）  

備 考   

８ 期日前投票所事務従事者 

               １ 市区町村選挙管理委員会書記          何人 

総数    何人    内  ２ 市区町村の職員                何人 

               ３ その他の者                  何人 

 何年何月何日調製 

              投票管理者（職）   氏  名 

 我々は、この投票録の記載が真正であることを確認して、署名する。 

              投票立会人      氏  名 

              投票立会人      氏  名 

備考 

 １ この様式は、法第 26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第 49条の 2第 4項の規定により読み替えて適用される同法第 48条

の 2第 1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録の様式である。 

 ２ 審査人の氏名のみの記載では、審査人を確認することが困難である場合においては、住所等を記載して確認することができるようにすること。 

 ３ 「職務時間」欄には、投票管理者を交替することとしている場合において選任の際職務を行うこととされた時間又は投票管理者に事故があり、

若しくは投票管理者が欠けた場合にその投票管理者が実際に職務を行つた時間を記載すること。 

 ４ 投票管理者に事故があり、若しくは投票管理者が欠けた場合において職務代理者が職務を行つたとき又は投票管理者及び職務代理者に共に事故

があり、若しくはこれらの者が共に欠けた場合において職務管掌者が職務を行つたときは、「職務を代理等した者の氏名等」欄にこれらの者の氏名、

職務時間及び代理等をすることとなつた事由を記入すること。 

 ５ 「立会時間」欄には、投票立会人を交替することとしている場合において選任の際立ち会うこととされた時間又は投票立会人が辞職をした場合

にその投票立会人が実際に立ち会つた時間を記載すること。 

 ６ 「６ 投票の状況」欄には、在外審査人以外の審査人の投票の状況を記載すること。 

 ７ 「７ 在外審査人の投票の状況」欄には、在外審査人の投票の状況を記載すること。 

 ８ 在外審査人について、市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所において、投票用紙再交付者、決定書又は判決書により投票をした者、

不在者投票の用紙及び封筒を返還して投票した者、郵便等による在外投票の用紙及び封筒を返還して投票した者、点字により投票をした者、代理

投票をした者又は投票拒否の決定をした者があるときは、「７ 在外審査人の投票の状況」欄の「備考」欄に、「６⑴」欄から「６⑹」欄までの記

載方法に準じて、記載をすること。 

 ９ 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を添付すること。 

 10 署名をする投票管理者及び投票立会人は、期日前投票所の閉鎖時において選任されている投票管理者及び投票立会人とする。 

 11 この様式に掲げる事項のほか、緊要と認める事項の記載については、その一の備考 13に準ずる。 



第 五 号 様 式（ 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 申 請 者 の 資 格 に 関 す る 意 見 書 の 様 式 ）（ 第 七 条 関 係 ）［ 別 紙 四 ］

意 見 書
何年何月何日

申請者氏名 申 請 先 都（何道府県）何郡（市）（区）何町（村）選挙管理委員会委員長

省公
領 事 官 在何日本国大使（在何日本国総領事）

（何出張駐在官事務所） 略印

１ 申請者の本人確認
本人であることが、□ 確認された □ 確認できなかった

判断の基礎となった申請者の資格又は地位を証明する書類
□ 日本国旅券
□ その他

２ 同居家族等を通じた旅券等の提示についての確認 〔左の年月日： 年 月 日〕
同居家族等を通じた提示の場合、
① 提示した者が同居家族等であることが、申請者に係る在留届により、

□ 確認された □ 確認できなかった
② 提示した者が申請者の委任を受けていることが、申出書により、

□ 確認された □ 確認できなかった
③ 提示した者が委任を受けた本人であることが、日本国旅券により、

□ 確認された □ 確認できなかった

３ 申請者の住所要件についての確認
（１）住所要件期間が３か月以上である場合

当該領事官の管轄区域内に引き続き３か月以上住所を有することが、
□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕

判断の基礎となった文書
□ 在留届
□ その他( ）

（２）住所要件期間が３か月に満たない場合
① 申請書に記載された当該領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から申請日までの間、当該領事官の管轄区域
内に住所を有することが、

□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕
判断の基礎となった文書
□ 在留届
□ その他( ）

② 申請書に記載された当該領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から３か月を経過した日において当該領事官
の管轄区域内に住所を有することが、

□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕
確認の方法
( ）

４ 住所以外の送付先についての確認
「住所以外の送付先」欄に記載がある場合、
住所以外の送付先が在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所であることが、
□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕

５ 令第23条の3第3項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の届出があった場合
（例 領事官の管轄区域内で転居した／婚姻等によって氏名が変更となった 旨の届出があった場合）

当該届出の内容が事実であることが、
□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕

判断の基礎となった文書
□ 在留届
□ 養子縁組の届出（戸籍法第66条の届出） □ 養子離縁の届出（戸籍法第70条の届出）
□ 婚姻の届出（戸籍法第74条の届出） □ 離婚の届出（戸籍法第76条の届出）
□ 生存配偶者の復氏の届出（戸籍法第95条の届出） □ 入籍の届出（戸籍法第98条の届出）
□ 分籍の届出（戸籍法第100条の届出） □ 氏名変更の届出（戸籍法第107条又は第107条の2の届出）
□ 転籍の届出（戸籍法第108条の届出） □ 就籍の届出（戸籍法第110条の届出）
□ その他( ）

６ その他上記１から５までを確認するに当たって判明した申請者に係る特殊事情
判明した事項及びその判断の基礎となった文書：

備考
「３ 申請者の住所要件についての確認」欄の（１）及び（２）①の「□ その他」欄は、在留届以外の文書で住所要件の確

認をした場合に、当該文書名（アパートの契約書、住所の記載のある何年何月何日発行の滞在許可証、等）を記載しなければな
らない。また、３（２）②の「確認の方法」欄は、確認するためにとった措置（往復郵便により確認、等）を記載しなければな
らない。



第 五 号 様 式（ 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 申 請 者 の 資 格 に 関 す る 意 見 書 の 様 式 ）（ 第 七 条 関 係 ）［ 別 紙 五 ］

意 見 書
何年何月何日

申請者氏名 申 請 先 都（何道府県）何郡（市）（区）何町（村）選挙管理委員会委員長

省公
領 事 官 在何日本国大使（在何日本国総領事）

（何出張駐在官事務所） 略印

１ 申請者の本人確認
本人であることが、□ 確認された □ 確認できなかった

判断の基礎となった申請者の資格又は地位を証明する書類
□ 日本国旅券
□ その他

２ 同居家族等を通じた旅券等の提示についての確認 〔左の年月日： 年 月 日〕
同居家族等を通じた提示の場合、
① 提示した者が同居家族等であることが、申請者に係る在留届により、

□ 確認された □ 確認できなかった
② 提示した者が申請者の委任を受けていることが、申出書により、

□ 確認された □ 確認できなかった
③ 提示した者が委任を受けた本人であることが、日本国旅券により、

□ 確認された □ 確認できなかった

３ 申請者の住所要件についての確認
（１）住所要件期間が３か月以上である場合

当該領事官の管轄区域内に引き続き３か月以上住所を有することが、
□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕

判断の基礎となった文書
□ 在留届
□ その他( ）

（２）住所要件期間が３か月に満たない場合
① 申請書に記載された当該領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から申請日までの間、当該領事官の管轄区域
内に住所を有することが、

□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕
判断の基礎となった文書
□ 在留届
□ その他( ）

② 申請書に記載された当該領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から３か月を経過した日において当該領事官
の管轄区域内に住所を有することが、

□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕
確認の方法
( ）

４ 住所以外の送付先についての確認
「住所以外の送付先」欄に記載がある場合、
住所以外の送付先が在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所であることが、
□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕

５ 令第23条の3第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する旨の届出があった場合
（例 領事官の管轄区域内で転居した／婚姻等によって氏名が変更となった 旨の届出があった場合）

当該届出の内容が事実であることが、
□ 確認された □ 確認できなかった 〔左の年月日： 年 月 日〕

判断の基礎となった文書
□ 在留届
□ 養子縁組の届出（戸籍法第66条の届出） □ 養子離縁の届出（戸籍法第70条の届出）
□ 婚姻の届出（戸籍法第74条の届出） □ 離婚の届出（戸籍法第76条の届出）
□ 生存配偶者の復氏の届出（戸籍法第95条の届出） □ 入籍の届出（戸籍法第98条の届出）
□ 分籍の届出（戸籍法第100条の届出） □ 氏名変更の届出（戸籍法第107条又は第107条の2の届出）
□ 転籍の届出（戸籍法第108条の届出） □ 就籍の届出（戸籍法第110条の届出）
□ その他( ）

６ その他上記１から５までを確認するに当たって判明した申請者に係る特殊事情
判明した事項及びその判断の基礎となった文書：

備考
「３ 申請者の住所要件についての確認」欄の（１）及び（２）①の「□ その他」欄は、在留届以外の文書で住所要件の確

認をした場合に、当該文書名（アパートの契約書、住所の記載のある何年何月何日発行の滞在許可証、等）を記載しなければな
らない。また、３（２）②の「確認の方法」欄は、確認するためにとった措置（往復郵便により確認、等）を記載しなければな
らない。



第 十 五 号 様 式（ 令 第 六 十 五 条 の 三 第 一 項 及 び 令 第 六 十 五 条 の 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ る 投

票 用 紙 等 請 求 書 の 様 式 ）（ 第 十 八 条 関 係 ）［ 別 紙 六 ］
そ の 一 （ 在 外 公 館 等 に お け る 在 外 投 票 用 の 投 票 用 紙 等 請 求 書 ）

投票用紙等請求書
（在外公館等における在外投票）

公職選挙法第49条の2第1項第1号の規定により、次の選挙において、

在外投票を行いたいので、同法施行令第65条の３第１項の規定により投

票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。

（投票用紙等を請求する選挙）

□衆議院小選挙区選出議員選挙

□衆議院比例代表選出議員選挙

□参議院選挙区選出議員選挙

□参議院比例代表選出議員選挙

年 月 日

氏 名

在 外 選 挙 人 証
の 交 付 番 号

何在外公館の長 あて
注 意
１ 投票用紙等を請求する選挙について□にレを付してください。
２ 「 年 月 日」には、投票用紙等を請求する日を書いてください。
３ 「氏名」欄には、在外選挙人証に記載されている氏名を正確に書いてくださ
い。

４ 在外選挙人証を必ず提示してください。
５ 旅券（所持していない場合は在外公館の長の求める身分証明書等）をあわせ
て提示してください。



そ の 二 （ 郵 便 等 に よ る 在 外 投 票 用 の 投 票 用 紙 等 請 求 書 ）

投票用紙等請求書
（郵便等による在外投票）

公職選挙法第49条の2第1項第2号の規定により、

衆議院小選挙区選出議員選挙

今回の 衆議院比例代表選出議員選挙 において、在外投票を行いた

参議院選挙区選出議員選挙

参議院比例代表選出議員選挙

いので、同法施行令第65条の11第1項の規定により投票用紙及び投票用

封筒の交付を請求します。

年 月 日

氏 名

署 名

在 外 選 挙 人 証
の 交 付 番 号

市区町村 選挙管理委員会委員長 あて

注 意
１ 〔 〕内から、投票用紙等を請求する選挙の種類を選んで○印で囲んでくだ
さい。

２ 「 年 月 日」には、投票用紙等を請求する日を書いてください。
３ 「氏名」欄には、在外選挙人証に記載されている氏名を正確に書いてくださ
い。

４ 「署名」欄は、必ず自分で書いてください（在外選挙人名簿登録申請時の署
名を書いてください。）。

５ 在外選挙人証を必ず同封してください。
６ 投票用紙等は､在外選挙人証の「住所以外の送付先」欄に記載がある場合は､
当該「住所以外の送付先」に送付され、在外選挙人証の「住所以外の送付先」
欄に記載がない場合は、在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。

７ 在外選挙人証に記載されている住所又は住所以外の送付先が住所又は在留届
の緊急連絡先と異なる場合は、あらかじめ住所を管轄する在外公館まで変更の
届出を行ってください。

８ 投票用紙等の送付先を変更する場合は、在外選挙人証とともにあらかじめ住
所を管轄する在外公館まで届け出てください。

９ 「 市区町村選挙管理委員会委員長」には、あなたの在外選挙人
証を発行している市区町村選挙管理委員会委員長の名称（在外選挙人証に記載
されている市区町村選挙管理委員会委員長の名称）を書いてください。



第 十 五 号 様 式（ 令 第 六 十 五 条 の 三 第 一 項 及 び 第 六 十 五 条 の 十 一 第 一 項 の 規 定 に よ る 投 票

用 紙 等 請 求 書 の 様 式 ）（ 第 十 八 条 関 係 ）［ 別 紙 七 ］
そ の 一 （ 在 外 公 館 等 に お け る 在 外 投 票 用 の 投 票 用 紙 等 請 求 書 ）

投票用紙等請求書
（在外公館等における在外投票）

公職選挙法第49条の2第1項第1号（最高裁判所裁判官国民審査法にお

いてその例によることとされる場合を含む。）の規定により、次の選挙

又は審査において、在外投票を行いたいので、公職選挙法施行令第65条

の３第１項（最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてその例による

こととされる場合を含む。）の規定により投票用紙及び投票用封筒の交

付を請求します。

（投票用紙等を請求する選挙又は審査）

□衆議院小選挙区選出議員選挙

□衆議院比例代表選出議員選挙

□最高裁判所裁判官国民審査

□参議院選挙区選出議員選挙

□参議院比例代表選出議員選挙

年 月 日

氏 名

在 外 選 挙 人 証
の 交 付 番 号

何在外公館の長 あて
注 意
１ 投票用紙等を請求する選挙又は審査について□にレを付してください。
２ 「 年 月 日」には、投票用紙等を請求する日を書いてください。
３ 「氏名」欄には、在外選挙人証に記載されている氏名を正確に書いてくださ
い。

４ 在外選挙人証を必ず提示してください。
５ 旅券（所持していない場合は在外公館の長の求める身分証明書等）をあわせ
て提示してください。



そ の 二 （ 郵 便 等 に よ る 在 外 投 票 用 の 投 票 用 紙 等 請 求 書 ）

投票用紙等請求書
（郵便等による在外投票）

公職選挙法第49条の2第1項第2号（最高裁判所裁判官国民審査法にお

いてその例によることとされる場合を含む。）の規定により、

衆議院小選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙

今回の 最高裁判所裁判官国民審査 において、在外投票を行いた

参議院選挙区選出議員選挙

参議院比例代表選出議員選挙

いので、公職選挙法施行令第65条の11第1項（最高裁判所裁判官国民審

査法施行令においてその例によることとされる場合を含む。）の規定に

より投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。

年 月 日

氏 名

署 名

在 外 選 挙 人 証
の 交 付 番 号

市区町村 選挙管理委員会委員長 あて

注 意
１ 〔 〕内から、投票用紙等を請求する選挙又は審査の種類を選んで○印で囲
んでください。

２ 「 年 月 日」には、投票用紙等を請求する日を書いてください。
３ 「氏名」欄には、在外選挙人証に記載されている氏名を正確に書いてくださ
い。

４ 「署名」欄は、必ず自分で書いてください（在外選挙人名簿登録申請時の署
名を書いてください。）。

５ 在外選挙人証を必ず同封してください。
６ 投票用紙等は､在外選挙人証の「住所以外の送付先」欄に記載がある場合は､
当該「住所以外の送付先」に送付され、在外選挙人証の「住所以外の送付先」
欄に記載がない場合は、在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。

７ 在外選挙人証に記載されている住所又は住所以外の送付先が住所又は在留届
の緊急連絡先と異なる場合は、あらかじめ住所を管轄する在外公館まで変更の
届出を行ってください。

８ 投票用紙等の送付先を変更する場合は、在外選挙人証とともにあらかじめ住
所を管轄する在外公館まで届け出てください。

９ 「 市区町村選挙管理委員会委員長」には、あなたの在外選挙人
証を発行している市区町村選挙管理委員会委員長の名称（在外選挙人証に記載
されている市区町村選挙管理委員会委員長の名称）を書いてください。


